
西
谷
の
草
庵
に
入
山
後
、
七
年
目
の
秋
が
や
っ
て
来
た
。
九
月
一
日
に
は
駿
河
の
松
野
殿
女
房
か
ら
、
白
米
一
斗
・
芋
一
駄
・
梨
子
一

し
ょ
う
が

龍
、
そ
れ
に
名
荷
や
は
じ
か
み
（
生
釜
）
枝
大
豆
と
ゑ
び
ね
（
山
葵
）
と
い
っ
た
食
粗
品
の
数
盈
を
と
り
揃
え
て
送
っ
て
来
た
。
こ
の
女

房
は
既
に
前
出
の
際
、
述
べ
た
如
く
松
野
六
郎
左
衛
門
尉
の
妻
で
あ
り
、
身
延
の
祖
師
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
御
供
養
の
品
を
届
け
、

松
野
家
の
中
で
も
篤
信
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
前
年
の
六
月
に
も
麦
や
芋
な
ど
を
届
け
て
来
て
い
る
。

此
の
度
の
御
供
養
に
対
し
て
も
、
宗
祖
は
早
速
御
礼
状
を
し
た
た
め
て
い
る
が
、
「
法
華
経
を
持
つ
女
人
は
澄
め
る
水
の
如
し
。
釈
迦

（
１
）

仏
の
月
宿
ら
せ
給
ふ
。
」
と
あ
っ
て
、
女
人
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
女
人
の
身
を
例
に
挙
げ
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
心
に
信
じ
ぬ
れ

ば
、
心
を
宿
と
し
て
釈
迦
仏
懐
ま
れ
給
ふ
」
と
教
化
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
を
最
初
は
信
ず
る
よ
う
な
人
は
あ
っ
て
も
、
最
後
ま
で
退
転

な
く
信
じ
通
す
者
は
少
な
い
、
醤
ぱ
花
の
色
の
露
に
移
る
が
如
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
ま
で
受
持
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
は
、
前
生
の
功

力
と
釈
迦
仏
の
加
護
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
此
の
女
房
の
不
退
の
信
を
「
た
の
も
し
、
た
の
も
し
」
と
讃
し
て
い
る
。
最
後

に
「
委
く
は
甲
斐
殿
申
す
べ
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
甲
斐
殿
に
つ
い
て
は
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
六
老
僧
の
一
人
白
蓮
阿
闇
梨
日

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

ｌ
弘
安
三
年
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
Ｉ

一
、
弘
安
三
年
九
月

上
田
本
昌
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身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

興
は
甲
斐
の
出
身
で
あ
る
た
め
甲
斐
公
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
じ
く
六
老
僧
の
一
人
で
あ
る
蓮
華
阿
闇
梨
日
持
も
、
ま
た
甲
斐

公
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
両
名
の
い
づ
れ
か
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
興
は
富
士
方
面
に
教
線
を
張
り
、
大
い
に

活
躍
し
た
が
、
後
に
は
伯
耆
房
と
称
し
た
。
一
方
、
日
持
は
松
野
六
郎
左
衛
門
の
子
で
、
日
興
に
よ
っ
て
導
か
れ
日
蓮
門
下
と
な
っ
た
人

で
あ
り
、
後
に
海
外
伝
道
を
志
し
た
。
従
っ
て
髪
で
は
一
応
、
日
持
と
す
る
考
え
の
方
が
強
い
も
の
と
言
え
る
。
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い

倉
）

が
三
宝
寺
本
の
写
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
『
境
妙
庵
御
書
目
録
』
に
よ
る
と
、
建
治
元
年
九
月
一
日
の
項
に
配
し
て
い
る
。

九
月
六
日
に
は
、
同
じ
く
駿
河
の
上
野
殿
後
家
尼
御
前
か
ら
、
息
子
七
郎
五
郎
が
逝
去
し
た
と
言
う
悲
し
い
知
ら
せ
が
届
い
た
ｏ
七
郎

五
郎
は
時
光
の
弟
に
当
り
、
十
六
才
と
言
う
若
年
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
三
か
月
程
前
の
六
月
十
五
日
に
は
、
身
延
山
へ
登
っ

て
面
会
し
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
永
眠
を
い
た
む
情
は
一
と
し
を
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
人
は
生
れ
て
死
す
る
な
ら
い
と
は
、
智
者
も

愚
者
も
上
下
一
同
に
知
り
て
候
へ
ぱ
、
始
て
な
げ
く
く
し
を
ど
ろ
く
く
し
と
わ
を
ぽ
へ
い
よ
し
、
我
も
存
し
、
人
に
も
を
し
へ
候
へ
ど
も

時
に
あ
た
り
て
ゆ
め
か
ま
ぼ
ろ
し
か
、
い
ま
だ
わ
き
ま
へ
が
た
く
候
・
（
乃
至
）
ま
こ
と
と
も
を
ぽ
へ
候
は
ね
ば
、
か
き
つ
く
る
そ
ら
も

（
。
⑫
）

を
ぽ
へ
候
は
ず
。
」
と
、
息
子
を
失
っ
た
母
へ
の
深
悼
を
こ
め
た
弔
書
と
な
っ
て
い
る
。
真
蹟
は
富
士
の
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

日
付
の
次
に
「
弘
安
三
年
到
来
」
と
云
う
六
字
が
、
日
興
筆
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
又
『
追
申
』
に
よ
る
と
、
「
あ
は
れ
肝
あ
る
者
哉
、

男
也
男
也
云
云
」
と
讃
し
て
お
り
、
七
郎
五
郎
の
男
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
追
申
に
よ
る
と
、
「
さ
は
候
へ
ど
も
釈
迦
仏
・
法

華
経
に
身
を
入
れ
て
候
し
か
ぱ
臨
終
目
出
候
け
り
。
心
は
父
君
と
一
所
に
霊
山
浄
土
に
参
り
て
、
手
を
と
り
頭
を
合
せ
て
こ
そ
悦
ば
れ
候

ら
め
。
あ
は
れ
な
り
、
あ
は
れ
な
り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
若
年
と
い
え
ど
も
身
延
参
詣
を
企
て
、
釈
迦
仏
を
信
じ
法
華
経
に
身
を
入
れ

て
い
た
篤
信
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
功
徳
に
よ
り
先
き
に
逝
去
し
た
父
君
と
共
に
霊
山
浄
土
に
参
っ
て
、
手
を
と
り
合
い

つ
つ
再
会
を
悦
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
髪
に
も
「
霊
山
往
詣
」
の
説
が
窺
え
る
が
、
子
を
失
っ
た
母
の
心
情
を
よ
く
汲
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桑
と
っ
て
、
共
に
涙
を
流
し
つ
つ
そ
の
菩
提
を
弔
う
文
面
に
、
宗
祖
の
心
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
宗
祖
自
身
が
身
延
入
山
後

も
両
親
の
こ
と
、
特
に
母
の
こ
と
を
な
つ
か
し
ゑ
、
い
つ
も
追
憶
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
こ
う
し
た
母
親
の
心
情
に
深
く
思
い
を
い
た

す
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
悲
し
い
時
は
檀
信
徒
と
共
に
涙
を
流
し
て
悲
し
ぷ
を
わ
か
ち
合
っ
た
「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
一

端
を
こ
こ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

尚
、
こ
の
『
追
申
』
は
真
蹟
に
は
な
い
が
、
『
延
山
録
外
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
南
条
氏
か
ら
白
米
一
袋
と
芋
一
駄
が
送
ら
れ
、
七
郎
五
郎
の
死
去
し
た
旨
の
文
が
添
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
宗
祖
は
そ
の
御

供
養
の
御
礼
と
同
時
に
、
故
七
郎
五
郎
に
対
す
る
弔
意
を
こ
め
た
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
夢
か
幻
の
如
く
に
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
御

（
血
呈
）

文
を
見
て
「
さ
て
は
ま
こ
と
か
」
と
始
め
て
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
旨
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
但
し
真
蹟
は
大
石
寺
に
一
紙
の
承
を
残
す
だ

け
の
断
簡
で
あ
り
、
後
の
文
章
は
伝
っ
て
い
な
い
。

九
月
十
九
日
に
は
『
光
日
尼
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
真
蹟
一
紙
の
断
簡
で
あ
り
、
終
り
の
部
分
一
紙
が
富
士
の
久
遠
寺

に
在
る
。
恐
ら
く
は
光
日
尼
が
御
供
養
の
品
を
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
御
返
事
と
考
え
ら
れ
る
。
「
三
つ
の
つ
な
は
今
生
に
切
れ
ぬ
。

（
医
⑪
）

五
つ
の
さ
わ
り
は
す
で
に
は
れ
ぬ
ら
む
。
心
の
月
く
も
り
な
く
、
身
の
あ
か
き
へ
は
て
ぬ
。
即
身
の
仏
な
り
。
た
う
と
し
た
う
と
し
。
」

と
提
婆
品
の
五
陣
も
晴
て
、
髪
で
は
即
身
成
仏
を
説
い
て
い
る
。
先
書
の
如
く
、
故
五
郎
七
郎
の
精
霊
に
つ
い
て
は
、
霊
山
往
詣
を
説
き

今
こ
こ
で
は
光
日
尼
の
「
即
身
の
仏
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
考
え
る
に
、
宗
祖
は
現
身
に
法
華
経
を
信
じ
、
心
の

曇
を
取
り
、
身
の
垢
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
身
の
仏
た
り
得
る
こ
と
を
示
し
、
更
に
死
後
は
霊
山
へ
往
詣
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
法
華
経
の
信
徒
は
、
現
身
に
は
即
身
成
仏
を
、
死
後
に
は
霊
山
浄
土
へ
往
詣
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
対
告
衆
に
よ
っ
て
往
詣
説
と
即
成
説
と
に
分
け
た
説
き
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
共
に
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
の

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）
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身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
天
（
上
田
）

成
仏
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
光
日
尼
は
宗
祖
と
同
じ
安
房
の
人
で
旧
知
で
あ
り
、
息
子
弥
四
郎
の
手
引
き
で
入
信
し
た
が

弥
四
郎
は
文
永
十
二
年
頃
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

二
十
日
に
は
同
じ
く
安
房
東
条
の
領
家
の
大
尼
へ
の
御
返
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
領
家
で
は
嫁
も
尼
と
な
っ
た
の
で
新
尼
と
呼
び
、
母

を
大
尼
と
呼
ん
だ
。
大
尼
は
竜
口
法
難
の
あ
と
、
宗
祖
か
ら
離
れ
る
と
い
う
弱
信
不
定
の
者
で
あ
っ
た
。
真
蹟
は
京
都
の
頂
妙
寺
に
在
り

末
尾
の
一
紙
の
み
が
遣
っ
て
い
る
。
こ
の
一
紙
に
は
「
廿
二
」
の
丁
付
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
他
筆
の
ふ
り
仮
名
が
漢
字
の
部
分
に
ふ
っ

（
侭
凹
）
（
ワ
０
）

て
あ
る
。
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
に
よ
る
と
、
『
大
学
三
郎
御
書
』
と
『
断
簡
』
（
一
九
七
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
三
紙
同
一
の
御

書
と
す
る
説
が
あ
る
の
に
対
し
、
妥
当
を
鉄
く
も
の
と
し
て
、
三
紙
各
別
の
御
書
と
言
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
大
尼
は

宗
祖
が
身
延
へ
入
山
さ
れ
て
か
ら
再
び
復
期
し
て
宗
祖
に
御
本
尊
の
授
与
を
、
新
尼
を
通
し
て
願
っ
た
が
、
宗
祖
は
こ
れ
を
断
っ
て
い

る
。
「
よ
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
を
ほ
せ
候
は
じ
。
日
蓮
が
弟
子
に
も
を
は
せ
ず
。
」
と
強
い
筆
の
調
子
が
見
ら
れ
、
「
こ
れ
よ
り
後

？
）

は
の
ち
の
事
を
よ
く
よ
く
御
か
た
め
候
へ
。
」
と
誠
し
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
九
月
に
は
三
日
と
八
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
曼
茶
羅
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
此
の
う
ち
三
日
付
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
「
俗
日

目
授
与
之
」
と
あ
り
、
右
下
に
「
富
士
上
方
上
野
弥
三
郎
重
満
与
之
日
興
」
と
添
書
さ
れ
て
お
り
、
左
下
に
は
「
正
和
元
年
出
家
三
郎

（
９
）

左
近
入
道
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
野
弥
三
郎
重
光
と
い
う
の
は
日
興
の
弟
子
で
あ
り
、
上
野
殿
の
家
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

（
、
）

い
る
。
こ
の
真
蹟
は
京
都
中
京
区
の
妙
蓮
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）

八
日
付
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
「
優
婆
夷
源
日
教
授
与
之
」
と
あ
り
、
真
蹟
は
横
浜
市
中
区
の
某
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
授
与
者

通
）

の
日
教
に
つ
い
て
は
波
木
井
日
教
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
こ
の
月
に
俗
日
目
、
或
い
は
優

婆
夷
源
日
教
と
い
っ
た
人
を
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
曼
茶
羅
が
授
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
聖
人
の
門

（74）



下
と
し
て
、
師
檀
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
祖
書
中
に
名
前
が
登
場
し
て
こ
な
く
と
も
、
信
徒
と
し
て
聖

人
の
教
化
に
浴
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

月
が
変
っ
て
十
月
に
入
る
と
、
五
日
に
『
妙
一
女
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
宝
寺
本
の
写
本
が
遣
っ
て
い
る
。
『
高
祖
年
譜
』

リ
ワ

ニ
テ
ス

ノ
ヲ
（
鱒
）

に
よ
れ
ば
、
「
贈
二
書
女
姓
妙
三
重
示
二
即
身
成
仏
大
意
こ
と
あ
る
如
く
、
す
で
に
此
の
年
の
七
月
十
四
日
に
『
妙
一
女
御
返
事
』
が
送

通
）

ら
れ
て
お
り
、
天
台
・
真
言
の
二
宗
に
お
け
る
即
身
成
仏
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
て
い
る
が
、
髪
で
は
再
び
此
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

＄
）

て
い
る
。
妙
一
女
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
『
録
外
考
文
』
に
も
、
い
く
つ
か
の
異
説
を
挙
げ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

上
（
坊
）
タ
キ

「
其
後
は
一
定
法
華
経
の
即
身
成
仏
を
御
用
候
ら
ん
。
」
と
あ
り
、
更
に
「
就
レ
中
、
予
が
門
弟
は
万
事
を
さ
し
を
き
て
此
一
事
に
可
レ

ム
ヲ

シ
へ

留
レ
心
也
。
（
乃
至
）
在
々
処
狗
に
し
て
申
宣
た
る
法
門
繁
多
な
り
と
い
へ
ど
も
、
所
詮
は
只
此
の
一
途
也
。
」
と
、
即
身
成
仏
の
法
門

が
、
如
何
に
大
事
で
あ
る
か
を
強
調
し
、
指
導
を
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
と
真
言
宗
の
即
身
成
仏
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
勝
劣
を
分
ち
、

更
に
法
華
経
の
即
身
成
仏
に
つ
い
て
「
二
種
あ
り
」
と
し
、
迩
門
理
具
と
本
門
事
の
即
身
成
仏
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
迩
門
は

能
入
の
門
で
あ
り
、
本
門
は
所
詮
の
実
義
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
法
華
経
を
信
ず
る
者
は
、
忽
に
五
障
の
雲
晴
て
寂
光
の
覚
月
を
詠
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
結
論
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
の
書
が
記
さ
れ
た
三
日
後
の
八
日
に
は
、
四
条
金
吾
の
領
地
た
る
殿
岡
か
ら
米
が
送
ら
れ
て
来
た
御
礼
状
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
今

二
（
Ⅳ
）

年
七
月
孟
蘭
盆
供
の
僧
膳
し
て
候
」
と
あ
る
の
で
、
届
け
ら
れ
た
の
は
も
っ
と
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
満
寺
本
の
写
本
が
遺
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
金
吾
が
、
龍
口
法
難
の
際
、
聖
人
と
共
に
「
腹
き
ら
ん
と
の
気
色
」
を
示
し
た
こ
と
や
、
佐
渡
島
ま
で
わ

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

二
、
弘
安
三
年
十
月

（方）



と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
山
を
も
っ
て
釈
迦
・
多
宝
を
始
め
と
す
る
諸
仏
聚
・
功
徳
聚
の
霊
山
で
あ
る
と
ゑ
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖

人
は
自
身
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
此
の
身
延
山
は
す
で
に
図
顕
さ
れ
た
曼
茶
羅
の
よ
う
に
、
諸
仏
聚
の
卿
り
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
身
延
山
へ
参
詣
す
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
多
宝
の
い
ま
す
霊
山
へ
参
拝
す
る
の
と
全
く
同
様
で
あ

メ

る
と
の
意
に
解
し
て
お
ら
れ
た
と
い
え
る
。
故
に
「
年
左
度
と
の
御
参
詣
に
は
、
無
始
の
罪
障
も
定
て
今
生
一
世
に
消
滅
す
べ
き
か
。
」

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
や
一
田
）

ざ
わ
ざ
尋
ね
て
行
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

聖
人
は
こ
の
書
の
中
で
、
諌
暁
が
再
三
に
及
び
留
難
も
重
畳
し
た
こ
と
を
述
べ
、
仏
法
中
怨
の
誠
責
も
、
は
や
免
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う

と
し
、
こ
の
上
は
山
林
に
世
を
遁
れ
て
、
道
を
進
ま
ん
と
決
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
然
し
、
山
林
に
入
る
こ
と
に
つ
い

こ
と
ば

（
蝿
）

て
は
、
「
入
念
の
語
様
を
な
り
し
か
ど
も
、
労
を
存
ず
る
旨
あ
り
し
に
依
り
て
、
当
国
当
山
に
入
り
て
已
に
七
年
の
春
秋
を
送
る
」
と
そ

の
当
時
の
模
様
を
語
っ
て
い
る
。
此
の
入
山
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
日
朝
も
『
元
祖
化
導

（
畑
）

記
』
の
中
で
、
こ
の
御
雷
を
依
所
と
し
て
論
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
秀
を
存
ず
る
旨
」
と
い
う
一
文
の
中
に
は
、
三
諌
が
容
れ
ら
れ

な
い
た
め
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
理
由
を
含
む
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

か
た
う
ど

更
に
此
の
御
書
で
は
、
聖
人
自
身
が
「
法
華
経
の
方
人
」
と
し
て
、
忍
難
弘
経
の
法
難
を
体
験
し
た
点
で
は
、
天
台
・
伝
教
に
も
勝
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
是
は
時
の
然
ら
し
む
る
故
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
末
法
」
と
い
う
時
の
「
方
人
」
即
ち
「
行
者
」
た
る
こ

と
を
強
調
し
た
一
文
と
い
え
よ
う
。
ま
た

我
身
法
華
経
の
行
者
な
ら
ば
、
霊
山
の
教
主
釈
迦
・
宝
浄
世
界
の
多
宝
如
来
・
十
方
分
身
の
諸
仏
・
本
化
の
大
士
・
迩
化
の
大
菩
薩

メ

シ

、
。
。
フ

・
梵
・
釈
・
竜
神
・
十
羅
刹
女
も
、
定
て
此
卿
に
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
（
乃
至
）
今
此
所
も
如
レ
此
・
仏
菩
薩
の
住
給
功
徳
聚
之
掴

（
釦
）

也
。
」
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と
述
べ
、
「
弥
は
げ
む
べ
し
、
は
げ
む
べ
し
」
と
、
益
々
の
信
心
を
勧
奨
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
書
の
冒
頭
に
あ
る
「
殿
岡
よ
り
の

う

米
」
に
つ
い
て
も
、
「
霊
山
之
聴
衆
・
仏
陀
・
神
明
も
納
受
随
喜
し
給
ら
ん
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
山
へ
供
養
す
る
こ
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
霊
山
の
仏
陀
諸
尊
に
供
養
す
る
こ
と
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
、
又
こ
こ
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

十
月
も
下
旬
を
迎
え
た
廿
日
に
は
、
『
両
人
御
中
御
書
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
蹟
の
二
紙
は
京
都
の
妙
顕
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
、
掛
幅

一
幅
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
弘
安
二
年
と
す
る
『
縮
冊
遺
文
』
の
説
も
あ
る
が
、
『
定
本
遺
文
』
で
は
三
年
と
し
て
お
り
、
『
真
蹟

（
副
）

集
成
』
で
は
、
「
花
押
は
弘
安
三
年
末
の
形
態
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
内
容
は
大
進
阿
闇
梨
の
亡
き
後
の
坊
に
つ
い
て
、
早
く
後
住
を

ス
（
聖
）

決
め
る
べ
き
こ
と
を
督
さ
れ
た
主
旨
で
あ
り
、
「
大
国
阿
閣
梨
・
え
も
ん
の
た
い
う
志
殿
等
に
申
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
両
人

御
中
」
と
は
、
こ
の
二
名
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

ラ
ヒ
ル
シ

大
進
阿
闇
梨
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
出
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
死
去
し
た
後
の
坊
に
つ
い
て
は
、
「
各
々
の
御
計
に
有
べ
き
か
と
存

候
に
、
今
に
人
も
住
せ
ず
な
ん
ど
候
な
る
は
、
い
か
な
る
事
ぞ
。
」
と
大
国
阿
闇
梨
日
朗
と
池
上
宗
仲
に
、
早
く
対
策
を
施
す
よ
う
に
指

示
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
子
細
が
な
け
れ
ば
弁
阿
閣
梨
日
昭
に
ゆ
づ
り
、
移
転
し
て
弁
の
坊
を
修
理
拡
張
し
て
活
用
す
べ
き
こ
と
を
教
え

上

て
い
る
。
「
こ
の
ふ
承
（
文
書
）
つ
い
て
両
三
日
が
内
に
事
切
て
各
全
御
返
事
給
候
は
ん
。
」
と
期
限
つ
き
で
返
事
を
求
め
、
解
決
す
べ

き
こ
と
を
記
し
て
い
る
あ
た
り
、
厳
し
い
も
の
が
ぶ
ら
れ
る
。
「
ゆ
づ
り
状
を
た
が
う
べ
か
ら
ず
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、
処
理
で
き
な
い

ま
ま
に
放
置
し
て
、
も
し
焼
失
で
も
し
た
ら
、
人
か
ら
笑
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
誠
し
め
ら
れ
て
い
る
。

尚
、
こ
の
御
書
か
ら
当
時
、
六
老
僧
と
後
年
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
長
老
の
弟
子
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
各
自
に
坊
を
構
え
、
布
教

活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
翌
二
十
一
日
に
は
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
に
対
す
る
御
返
事
が
一
書
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
日
朝
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

（77）



身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

ノ
異
夕

（
麓
）

「
今
月
飛
来
雁
書
云
、
此
十
月
三
日
、
母
に
て
候
も
の
十
三
年
に
相
当
れ
り
。
銭
二
十
貫
文
等
云
云
」
と
い
う
出
だ
し
で
始
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
御
返
事
の
目
的
は
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
通
り
で
あ
る
。
宛
名
の
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
伝
記
は
残

ノ

ノ
ト
ワ
（
翅
毎
）

さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
高
祖
年
譜
孜
異
』
に
よ
れ
ば
、
「
尾
陽
某
妻
尾
張
刑
部
高
木
郡
左
衛
門
妻
、
旧
記
日
伊
東
祐
頼
室
」
と
あ
る
。
内

し

容
は
「
夫
外
典
三
千
余
巻
に
は
忠
孝
の
二
字
を
骨
と
し
、
内
典
五
千
余
巻
に
は
孝
養
を
眼
と
せ
り
。
」
と
先
ず
忠
孝
を
論
じ
て
い
る
の
で
、

古
来
『
忠
孝
書
』
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

聖
人
の
思
想
・
行
動
の
上
に
は
、
こ
の
よ
う
に
外
典
、
特
に
儒
教
の
説
く
忠
孝
等
の
徳
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
容
認
し
、
仏
教
の
所
説

（
弱
）

と
対
比
し
な
が
ら
普
遍
化
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
も
ゑ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
華
経
を
も
っ
て
「
内
典
の
孝
経
也
」
と
い
い
、
身
延
在
山
中

も
機
会
あ
る
ご
と
に
「
身
延
の
嶺
」
へ
登
っ
て
、
遥
か
房
州
の
両
親
に
追
善
の
回
向
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ

り
、
「
孝
」
の
実
践
者
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ス

リ

身
延
の
嶺
と
申
大
山
あ
り
（
乃
至
）
峯
に
上
て
み
れ
ば
草
木
森
々
た
り
。
（
乃
至
）
峯
に
上
て
わ
か
め
や
生
い
た
り
と
見
候
へ
ぱ
、

ヒ
チ

ヒ

さ
に
て
は
な
く
し
て
わ
ら
び
の
象
竝
立
た
り
。
（
乃
至
）
我
父
母
か
は
ら
せ
給
け
ん
と
、
か
た
ち
が
へ
な
る
う
ら
め
し
さ
、
な
み
だ

と
あ
る
よ
う
に
、
身
延
の
峯
へ
登
ら
れ
て
追
憶
に
ひ
た
り
父
母
を
憶
う
の
情
は
、
ま
こ
と
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
、

聖
人
の
「
孝
」
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
『
報
恩
抄
』
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
父
母
の
御
恩
は
今
初
て
事
あ
ら
た
に

ス

ミ
ク

（
”
）

申
べ
き
に
は
候
は
ね
ど
も
、
母
の
御
恩
の
事
、
殊
に
心
肝
に
染
て
貴
を
ぽ
へ
候
・
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
書
の
受
取
人
が
左
衛
門
尉
女
房

で
あ
り
、
母
の
十
三
回
忌
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
特
に
こ
う
し
た
表
現
に
な
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
父
母
に
御
孝
養
の
意
あ

う
（
麹
）
メ

ら
ん
人
々
は
法
華
経
を
贈
り
給
く
し
」
と
法
華
経
を
も
っ
て
孝
養
第
一
の
経
典
と
定
め
て
い
る
。
又
「
定
て
過
去
聖
霊
も
忽
に
六
道
の
垢

（
鋪
）

を
さ
へ
が
た
し
。

（湖）



し

稜
を
難
て
霊
山
浄
土
へ
御
参
り
候
ら
ん
」
と
母
の
聖
霊
が
霊
山
浄
土
へ
参
る
べ
き
旨
を
記
し
て
い
る
。

一
日
お
い
て
二
十
三
日
に
は
、
大
豆
一
石
が
西
谷
へ
届
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
御
礼
状
は
『
大
豆
御
書
』
と
称
さ
れ
、
真
蹟
は
身
延
山

に
曽
て
存
し
た
が
、
宛
名
は
「
御
所
御
返
事
」
と
あ
り
、
こ
の
御
所
が
誰
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
書
の
異
称
と
し
て
『
御
所

抄
』
と
も
『
与
樋
越
某
書
』
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
又
一
説
に
は
文
永
七
年
の
作
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
電
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、

「
文
永
七
年
十
月
二
十
三
日
撰
、
是
従
レ
旧
也
。
一
日
文
永
十
一
年
為
下
賜
二
相
州
時
宗
一
謹
上
、
今
按
無
稽
談
也
。
以
三
尾
云
二
御
所
御
返
事
一
、

（
鋤
）

云
レ
賜
二
相
州
一
者
可
レ
考
也
。
」
と
あ
る
。
新
し
く
と
れ
た
大
豆
を
、
恐
ら
く
は
富
士
近
辺
の
人
が
送
り
届
け
て
く
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

シ
（
証
）

る
。
「
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
上
侯
」
と
あ
り
、
法
華
経
の
御
宝
前
に
、
こ
の
大
豆
が
供
え
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
翌
二
十
四
日
に
は
、
上
野
殿
母
尼
御
前
か
ら
、
「
鴬
目
両
ゆ
ひ
・
白
米
一
駄
・
芋
一
駄
・
す
り
だ
う
ふ
・
こ
ん
に
や
く
．
柿
一
篭

（
認
）

・
ゆ
（
柚
）
五
十
等
」
の
食
糧
品
が
送
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
前
に
亡
っ
た
南
条
時
光
の
弟
七
郎
五
郎
の
四
十
九
日
忌
に
当
り
、
そ
の
菩

提
を
弔
う
た
め
の
ご
供
養
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
礼
状
は
真
蹟
が
三
紙
断
簡
な
が
ら
愛
知
県
長
存
寺
と
、
富
士
の
久
遠
寺
と
重
須

兵

の
本
門
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
御
菩
提
の
御
た
め
に
法
華
経
一
部
・
自
我
偶
数
度
・
題
目
百
千
返
唱
へ
奉
り
候
畢
」
と
あ
る
如
く
、

檀
越
の
七
七
忌
に
こ
れ
だ
け
の
読
経
・
唱
題
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
点
か
ら
ゑ
て
、
い
か
に
聖
人
が
こ
う
し
た
追
善
菩
提
の
た
め
の
法
事

を
、
ね
ん
ご
ろ
に
修
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。

こ
の
上
野
殿
母
尼
と
は
、
南
条
時
光
と
そ
の
弟
七
郎
五
郎
の
母
で
あ
り
、
七
郎
五
郎
は
十
六
歳
で
天
折
し
て
い
る
。
子
を
失
っ
た
母
親

に
対
し
て
慰
め
の
情
を
こ
め
た
一
書
で
も
あ
る
。

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
信
一
田
）

三
、
弘
安
三
年
十
一
月

（79）



身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
信
一
田
）

一
か
月
余
り
た
っ
た
十
一
月
二
十
九
日
に
、
西
谷
へ
今
度
は
富
木
常
忍
か
ら
鴬
目
一
結
が
届
け
ら
れ
た
。
「
尼
ご
ぜ
ん
の
御
所
労
の
御

シ
（
銘
）

事
、
我
身
一
身
の
上
と
を
も
ひ
候
へ
ぱ
昼
夜
に
天
に
申
候
也
。
」
と
そ
の
ご
返
事
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
常
忍
の
夫
人
が
病
床
に
つ
い

て
い
る
の
を
知
っ
て
、
そ
の
平
癒
を
祈
願
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
真
蹟
は
五
紙
完
で
中
山
の
法
華
経
寺
に
在
り
、
重
要
文
化
財
に
指
定

罰
）

さ
れ
て
い
る
。
但
し
中
山
日
祐
の
『
本
尊
聖
教
録
』
に
よ
る
と
、
『
尼
公
所
労
伊
与
房
令
レ
祈
由
事
』
と
題
さ
れ
て
お
り
、
『
縮
冊
遺
文
』

（
弱
）

で
は
建
治
二
年
説
を
唱
え
て
い
る
。
「
此
尼
ご
ぜ
ん
は
法
華
経
の
行
者
を
や
し
な
う
事
、
燈
に
油
を
そ
へ
、
木
の
根
に
土
を
か
さ
ぬ
る
が

ク

シ

ご
と
し
。
」
と
あ
る
の
で
法
華
経
へ
の
篤
い
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
「
願
は
日
月
天
其
命
に
か
わ
り
給
へ
と
申
候
也
。
又

シ

を
も
い
わ
す
る
る
事
も
や
と
い
よ
（
伊
豫
）
房
に
申
つ
け
て
候
ぞ
。
た
の
も
し
と
を
ぼ
し
め
せ
。
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
日
月
天
に
守
護

を
祈
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
聖
人
は
曼
茶
羅
の
中
に
も
大
日
天
子
・
大
月
天
子
等
の
守
護
神
を
配
し
、
「
法
華
経
行
者
の
守
護

（
弱
）

神
」
の
中
に
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
延
山
に
あ
っ
て
も
、
弟
子
や
信
者
に
不
幸
が
あ
っ
た
り
病
魔
に
犯
さ
れ
た
時
な
ど
、
追
善
菩
提

を
祈
り
、
当
病
平
癒
の
祈
願
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
伊
豫
房
は
駿
河
の
重
須
に
生
れ
、
富
木
常
忍
の
養
子
と
な
っ
た

人
で
あ
る
。
幼
に
し
て
出
家
し
聖
人
の
門
下
と
な
り
、
後
年
は
故
郷
の
重
須
に
隠
棲
し
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
は
聖
人
の
も
と
で
活
躍

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
建
治
二
年
七
月
の
報
恩
抄
送
文
に
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
聖
人
は
各
地
へ
門
下
の
人
々
を
数
多
く
派
遣

し
、
経
論
等
を
集
め
さ
せ
て
い
る
が
、
伊
豫
房
も
或
い
は
そ
う
し
た
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
身
延
に
は
相
当
の
経
論
の
写
本
等
が
集
め
ら

同
じ
く
十
一
月
二
十
九
日
に
は
、
日
厳
尼
御
前
に
宛
た
御
返
事
が
一
通
記
さ
れ
て
い
る
。
本
満
寺
本
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、
「
弘

テ
ス

ヒ
ニ

ツ

安
三
年
十
一
月
八
日
。
尼
日
厳
の
立
申
立
願
の
願
書
、
竝
御
布
施
の
銭
一
貫
文
、
又
た
ふ
か
た
び
ら
（
太
布
帷
子
）
一
、
法
華
経
の
御
宝

シ
ソ
ヌ
（
》
釦
）

前
竝
に
日
月
天
に
申
上
候
畢
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、
十
一
月
八
日
に
日
厳
か
ら
届
い
た
立
願
の
お
も
む
き
と
、
お
布
施
の
銭
・
帷
子
を
受

れ
て
い
た
こ
と
と
思
う
。
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取
っ
た
と
い
う
薔
状
で
あ
る
。
日
厳
と
い
う
尼
が
い
か
な
る
人
か
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
『
仏
祖
統
紀
』
に
は
、

ノ
（
銘
）

「
日
厳
優
婆
夷
者
駿
州
富
士
郡
高
橋
入
道
妻
也
」
と
あ
り
、
『
録
外
考
文
』
で
は
こ
の
説
を
受
け
て
、
更
に
「
旧
記
為
二
中
老
日
源
母
一
。

（
釣
）

未
し
考
し
之
」
と
い
っ
て
い
る
ｏ
高
橋
入
道
の
妻
だ
と
す
る
説
も
、
中
老
・
岩
本
実
相
寺
日
源
の
母
で
あ
る
と
す
る
説
も
、
共
に
決
め
手
と

な
る
も
の
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
尼
日
厳
が
願
文
の
趣
旨
を
添
え
て
送
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
立
願
で
あ

ク

っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
「
叶
ひ
叶
は
ぬ
は
御
信
心
に
よ
り
候
く
し
。
全
日
蓮
が
と
が
に
あ
ら
ず
。
」
と
い
っ
て
い
る
点
か
ら

推
定
し
て
、
私
事
に
か
か
わ
る
立
願
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
髪
で
も
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
更

に
「
日
月
天
」
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
の
『
富
木
殿
御
返
事
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
西
谷
草
庵
の
御
宝
前
に
、
聖

人
自
ら
の
曼
茶
羅
が
奉
安
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
よ
う
。

こ
の
月
は
二
軸
の
曼
茶
羅
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
比
丘
日
法
」
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
佐
渡
の
真
野
世
尊
寺
に

（
㈹
）

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
大
広
目
天
王
」
の
脇
に
、
「
紀
伊
国
切
自
刑
部
左
衛
門
入
道
相
伝
之
」
と
日
興
の
添
書
が
あ
る
。
更
に
『
富
士
宗

（
似
）
一
一
ス
ヲ

学
要
集
史
料
類
聚
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
次
に
「
子
息
沙
弥
日
然
譲
二
与
之
一
」
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
大
法

（
似
）

学
要
集
史
料
類
聚
』
に
よ
』

読
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

も
う
一
軸
は
、
三
島
の
玉
沢
妙
法
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
曼
茶
羅
で
、
通
称
「
伝
法
御
本
尊
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
「
大
増
長
天

王
」
の
脇
に
「
釈
子
日
昭
伝
之
」
と
、
他
の
御
本
尊
に
例
の
な
い
「
伝
之
」
の
授
与
書
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
御
本
尊
は
、
丈
一
九
七

・
六
セ
ン
チ
、
幅
一
○
八
・
八
セ
ン
チ
と
大
き
さ
の
点
で
も
、
岡
宮
光
長
寺
の
藤
太
夫
日
長
に
与
え
た
御
本
尊
に
次
い
で
、
二
番
目
の
大

（
絶
）

き
さ
で
あ
る
。
尚
、
弘
安
三
年
の
八
月
に
は
『
当
体
蓮
華
紗
』
が
、
同
じ
く
十
一
月
三
日
に
は
『
十
八
円
満
紗
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
著
作
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
紗
共
真
蹟
が
存
在
せ
ず
、
内
容
的
に
み
て
偽
書
ら
し
い
点
が
あ
り
、
『
昭
定
遺
文
』
で
も
第

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

(8I)



弘
安
三
年
も
暮
の
迫
っ
た
十
二
月
十
三
日
に
、
南
条
時
光
か
ら
白
米
や
芋
な
ど
の
食
糧
品
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
先
き
に
亡
っ
た
弟

の
五
郎
の
百
ヶ
日
忌
に
当
っ
て
の
供
養
の
品
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
礼
状
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
真
蹟
二
紙
の
断
簡
で
あ
り
、
京
都
の

シ

本
満
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
無
一
不
成
仏
と
申
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
只
一
度
申
せ
る
人
一
人
と
し
て
仏
に
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
と
か

こ
（
“
）

せ
給
て
候
」
と
唱
題
に
よ
る
成
仏
を
説
い
て
い
る
ｏ

わ
た

ま
た
年
の
瀬
を
迎
え
た
十
六
日
に
は
、
四
条
金
吾
の
女
房
か
ら
白
小
袖
一
つ
と
綿
十
両
が
正
月
用
と
し
て
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
礼
状

が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
四
条
金
吾
許
御
文
』
と
称
し
て
日
朝
の
写
本
が
あ
る
。
「
処
は
山
中
風
は
げ
し
く
、
庵
室
は
か
ご
の
目
の
如
し
ｏ

ノ

か
苑
ぎ
ぬ
リ
ク
た
び
や
が

う
ち
し
く
物
は
草
の
葉
、
き
た
る
物
は
紙
衣
、
身
の
冷
る
事
は
石
の
如
し
。
食
物
は
沐
の
如
に
候
へ
ぱ
、
此
御
小
袖
給
候
て
頃
て
身
を
あ

た
た
ま
ら
ん
と
を
も
へ
ど
も
、
明
年
の
一
日
と
か
か
れ
て
候
へ
ぱ
、
迦
葉
尊
者
の
鶏
足
山
に
こ
も
り
て
、
慈
尊
の
出
世
五
十
六
億
七
千
万

（
縞
）

歳
を
ま
た
る
る
も
か
く
や
久
し
か
る
ら
ん
。
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
の
草
庵
に
お
け
る
生
活
環
境
を
、
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

冷
え
込
承
の
強
い
身
延
の
西
谷
で
は
、
早
速
に
も
白
小
袖
を
着
た
い
の
だ
が
「
明
年
の
正
月
一
日
か
ら
着
用
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
文
が

添
え
て
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
文
面
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
に
続
い
て
、
八
幡
大
菩
薩
の
こ
と
に
ふ
れ
、
「
世
間

シ

の
智
者
愚
者
、
大
体
は
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
申
」
て
い
る
が
、
「
実
に
は
釈
迦
仏
に
て
お
は
し
ま
し
候
ぞ
」
と
述
べ
、
更
に
釈
迦
仏
に
つ

い
て
そ
の
生
い
立
ち
を
記
し
、
八
幡
大
菩
薩
の
本
地
た
る
釈
迦
仏
を
離
れ
、
「
無
縁
の
阿
弥
陀
仏
を
あ
を
」
ぐ
こ
と
の
非
を
説
い
て
い
る
。

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

三
巻
の
続
篇
に
配
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
『
十
八
円
満
紗
』
に
は
、
『
修
禅
寺
決
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
最
澄
の
作
で
は
な
く

（
⑬
）

偽
書
と
さ
れ
て
い
る
。

四
、
弘
安
三
年
十
二
月
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上

文
中
に
「
去
十
一
月
十
四
日
の
子
の
時
に
、
御
宝
殿
を
焼
い
て
天
に
の
ぽ
ら
せ
給
ぬ
る
云
云
」
と
あ
る
の
で
、
鎌
倉
の
八
幡
宮
が
焼
失
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
正
法
を
信
ず
る
者
が
少
な
い
の
で
、
守
謹
神
た
る
八
幡
は
栖
を
炎
上
し
て
天
に
昇
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
み
な
し
て

い
る
。
聖
人
の
八
幡
大
菩
薩
観
の
如
実
に
現
れ
た
一
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

シ
ケ
ヒ
ヌ
（
幅
）

十
八
日
に
は
、
智
妙
房
か
ら
鴬
目
一
貫
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
御
返
事
に
は
「
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
上
候
了
」
と
な
っ
て
お
り
、
真

蹟
は
七
紙
完
で
中
山
に
所
蔵
さ
れ
て
を
り
、
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
中
山
日
祐
の
目
録
に
よ
る
と
『
八
幡
大
菩
薩
事
一

（
”
）

巻
』
と
な
っ
て
出
て
い
る
。
智
妙
房
に
つ
い
て
は
真
蹟
に
「
ち
め
う
」
と
仮
名
書
き
さ
れ
て
お
り
、
詳
し
い
経
歴
は
伝
っ
て
い
な
い
。
た

（
幅
）

だ
わ
ず
か
に
当
時
の
鎌
倉
に
あ
っ
て
、
天
台
僧
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
察
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文

面
か
ら
す
る
と
智
妙
房
が
、
鎌
倉
八
幡
宮
が
焼
失
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
来
た
の
に
対
し
「
い
か
ん
が
人
の
な
げ
き
候
ら
む
」
と
述
べ
て

ス

い
る
。
「
世
間
の
人
ゐ
は
八
幡
大
菩
薩
を
ぱ
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
申
ぞ
。
」
と
当
時
の
人
均
の
誤
っ
た
考
え
方
を
挙
げ
、
ま
こ
と
に
は
正

ハ
レ

キ
ヒ

テ
プ

八
幡
は
「
月
氏
に
て
は
釈
尊
と
顕
て
法
華
経
を
説
給
、
日
本
国
に
し
て
は
八
幡
大
菩
薩
と
示
現
し
て
正
直
の
二
字
を
願
に
立
給
。
」
と
述

べ
釈
迦
仏
の
化
身
た
る
こ
と
は
、
疑
い
な
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
善
導
・
恵
心
・
永
観
・
法
然
等
の
諸
師
が
天
魔
に
た
ぽ
ら
か
さ

れ
て
、
釈
尊
を
な
げ
す
て
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
物
く
る
わ
し
き
こ
と
で
あ
る
と
し
、
正
八
幡
を
弥
陀
の
化
身

と
す
る
が
如
き
は
、
八
幡
を
も
て
な
す
よ
う
で
、
実
は
か
た
き
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

上

』
》

ル

「
日
蓮
此
一
千
八
年
が
間
、
今
此
三
界
の
文
を
引
て
此
迷
を
し
め
せ
ば
、
信
ず
ば
さ
て
こ
そ
有
べ
き
に
、
射
つ
、
切
つ
、
こ
ろ
し
つ
、

上
（
禍
）

な
が
し
つ
、
お
う
ゆ
へ
に
、
八
幡
大
菩
薩
宅
を
や
い
て
こ
そ
天
へ
は
の
ぼ
り
給
ぬ
ら
め
。
」
と
八
幡
宮
焼
失
の
理
由
を
推
察
し
て
い
る
。

ま
た
『
立
正
安
国
論
』
で
述
べ
た
知
り
に
、
他
国
か
ら
攻
め
ら
れ
て
ふ
び
ん
な
こ
と
で
あ
る
と
つ
け
加
え
、
こ
れ
は
「
日
蓮
が
一
る
い
を

二
十
八
年
が
間
せ
め
候
し
む
く
い
」
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
蒙
古
の
大
軍
が
再
度
押
し
寄
せ
て
来
る
と
い
う
こ
と
を
、
聖

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）
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身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

人
は
既
に
予
見
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
ｏ

弘
安
三
年
も
い
よ
い
よ
押
し
つ
ま
っ
た
十
二
月
一
千
七
日
に
、
南
条
時
光
か
ら
鴬
目
一
貫
文
が
送
ら
れ
て
来
た
。
年
末
で
何
か
と
物
入

（
釦
）

り
の
時
に
送
っ
て
来
た
志
に
対
し
て
、
「
仏
に
や
す
や
す
と
な
る
事
の
候
ぞ
。
を
し
へ
ま
い
ら
せ
候
は
ん
ｏ
」
と
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。

富
士
大
石
寺
に
日
興
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
金
色
王
と
須
達
長
者
の
故
事
を
引
い
て
、
布
施
を
行
う
こ
と
の
功
徳
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
文
中
に
熱
原
の
人
々
が
法
華
経
を
惜
し
ゑ
つ
つ
信
仰
に
励
ん
で
い
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
熱
原
法
難
の
あ
と
も
南
条
一

（
副
）

族
を
中
心
と
し
て
、
此
の
地
方
の
人
々
が
法
華
信
仰
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
十
二
月
の
著
作
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
『
諫
暁
八
幡
抄
』
が
あ
る
。
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
真
蹟
は
第
一
紙
以
下
の
前
半
が

身
延
に
曽
て
存
し
、
十
六
紙
以
後
四
十
七
紙
ま
で
は
富
士
大
石
寺
の
所
蔵
と
な
っ
て
お
り
、
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
但
し

三
十
二
紙
か
ら
三
十
三
紙
へ
か
け
て
日
興
の
代
筆
が
十
行
程
あ
り
、
更
に
四
十
六
紙
は
三
行
の
承
で
あ
と
は
欠
失
し
て
い
る
ｏ
ま
た
最
後

（
鼬
）

の
四
十
七
紙
の
末
尾
に
大
石
寺
四
世
日
道
が
「
建
武
第
三
丙
子
六
月
六
日
奉
読
諦
畢
」
と
小
さ
く
添
書
し
て
い
る
。

内
容
は
先
ず
日
本
国
守
護
の
代
表
た
る
八
幡
大
菩
薩
が
、
正
法
た
る
法
華
経
を
弘
め
る
行
者
に
対
し
、
氏
子
に
当
る
幕
府
の
要
人
ら
が

（
弱
）

迫
害
を
加
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
達
を
罰
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
「
大
科
に
あ
ら
ず
や
」
と
き
め
つ
け
、
「
今
八
幡

カ
レ
ヒ
（
斜
）

大
菩
薩
は
法
華
経
の
大
怨
敵
を
守
護
し
て
天
火
に
焼
給
ぬ
る
か
。
」
と
論
じ
て
、
誇
法
の
者
を
閲
す
る
よ
う
に
八
幡
を
諌
暁
し
て
い
る
。

ヌ
ル

ま
た
「
今
日
蓮
は
去
建
長
五
年
癸
丑
四
月
一
千
八
日
よ
り
、
今
弘
安
三
年
嘩
聴
十
二
月
に
い
た
る
ま
で
一
千
八
年
が
間
、
叉
他
事
な
し
ｏ

レ
ン

只
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
五
字
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
と
は
げ
む
計
也
。
此
即
母
の
赤
子
の
口
に
乳
を
入
と
は
げ
む
慈
悲
也
。
」

レ
ン

（
弱
）

と
身
命
を
惜
し
ま
ず
弘
経
に
精
進
し
て
来
た
こ
と
を
、
親
の
子
を
思
う
慈
悲
に
臂
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仏
の
大
慈
大
悲
に
通
ず
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
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ニ
ケ
ク

ノ
ク
ル
ハ
ノ

大
難
を
恐
れ
て
妙
法
を
弘
め
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
倶
に
堕
地
獄
の
者
と
な
り
果
て
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
「
浬
藥
経
云
一
切
衆
生
受
二
異

ノ
ナ
リ

ク

ノ
ノ
ハ
ク

ノ
ス
毎
釦
）

苦
一
悉
是
如
来
一
人
苦
等
云
云
。
日
蓮
云
一
切
衆
生
同
一
苦
悉
是
日
蓮
一
人
苦
と
申
く
し
。
」
と
あ
り
、
ま
さ
に
仏
が
衆
生
を
見
る
が
如
く

ヲ
ク

（
駒
）

に
、
聖
人
も
又
衆
生
を
慈
し
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
八
幡
の
本
地
は
釈
迦
如
来
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
法
華
経
の
行
者

ル

。
●
、
ブ

日
本
国
に
有
な
ら
ば
其
所
に
栖
給
く
し
」
と
述
べ
、
「
末
法
に
は
一
乗
の
強
敵
充
満
す
べ
し
、
不
軽
菩
薩
の
利
益
此
な
り
。
各
々
我
弟
子

（
兜
）

等
は
げ
ま
せ
給
へ
は
げ
ま
せ
給
へ
。
」
と
門
下
へ
の
激
励
を
さ
れ
、
勇
猛
精
進
を
志
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

か
く
し
て
弘
安
三
年
、
五
十
九
歳
の
師
走
も
暮
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
尚
、
こ
の
年
の
系
年
に
か
か
る
御
書
が
、
他
に
三
篇
あ
る
。
そ

の
一
つ
は
『
大
夫
志
殿
御
返
事
』
で
、
真
蹟
は
四
紙
断
片
が
京
都
の
妙
覚
寺
外
四
か
所
に
在
る
。
大
夫
志
は
池
上
宗
仲
で
あ
る
と
さ
れ
て

（
閑
）

シ
ク

い
る
が
、
小
袖
一
・
直
垂
三
具
・
同
腰
三
具
等
の
品
が
届
け
ら
れ
て
来
た
。
十
七
貫
文
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
『
録
外
考
文
』

｛
㈹
）
夕
息
ウ

に
よ
る
と
、
「
遺
文
二
十
九
云
ｏ
弘
安
三
年
十
二
月
与
二
宗
仲
一
書
」
と
あ
り
、
大
夫
と
読
む
時
は
五
位
の
通
称
で
あ
っ
て
官
に
在
る
人
の

こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
諸
経
の
行
者
と
法
華
経
の
行
者
と
を
相
対
し
て
、
ど
ち
ら
を
供
養
し
た
方
が
功
徳
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
論
じ
、
法
華
経
の
行
者
を
供
菱
す
る
人
の
方
が
遙
か
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
此
由
を
女
房
に
は
申
さ
せ
給
こ

い
て
論
じ
、
法
華

次
に
『
王
日
殿
御
返
事
』
が
あ
る
。
真
蹟
断
片
三
行
が
京
都
妙
覚
寺
に
在
る
。
『
録
外
考
文
』
で
は
、
「
文
永
九
年
七
月
製
、
或
弘
安

（
団
）

三
年
」
と
あ
っ
て
異
説
も
あ
る
が
、
筆
蹟
の
上
か
ら
『
定
本
遺
文
』
で
は
弘
安
三
年
に
配
し
て
い
る
。
又
『
考
文
』
で
は
授
与
者
に
つ
い

て
婦
人
で
は
な
い
か
と
し
つ
つ
も
、
王
日
は
妙
一
尼
の
家
僕
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
王
日
の
詳
し
い
事
は
伝
っ
て
い

ピ
ン
氏
（
砲
）

〃

な
い
。
冒
頭
に
「
辨
房
の
便
宜
に
三
百
文
、
今
度
二
百
文
給
了
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
、
辨
阿
閣
梨
日
昭
の
関
係
者
で
あ
っ
た
ろ
う

と
推
察
で
き
る
ｏ
「
法
華
経
の
一
字
は
大
地
の
如
し
、
万
物
を
出
生
す
。
一
宇
は
大
海
の
如
し
、
衆
流
を
納
む
。
一
字
は
日
月
の
如
し
、

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

と
結
ん
で
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
身
延
山
の
聖
人
と
遠
隔
の
地
に
在
っ
て
聖
人
を
慕
う
檀
越
と
の
間
を
結
ぶ
書
簡
の
往
復
は
、
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
信
仰
上
の
問
題
か
ら
、
広
く
一
般
の
問
題
に
及
び
、
日
常
生
活
の
細
か
な
面
に
ま
で
至
り
、
師
檀
の

関
係
は
、
こ
う
し
た
書
簡
を
通
し
て
、
一
層
強
い
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
頃
の
聖
人
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
は
、

（
碗
）

一
時
衰
弱
の
ひ
ど
か
っ
た
頃
か
ら
ゑ
る
と
、
大
部
回
復
さ
れ
て
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
寒
さ
と
共
に
、
叉
不
調
を
つ
の
ら
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

四
天
下
を
て
ら
す
」
と
法
華
経
の
徳
を
示
し
、
供
養
の
功
徳
の
甚
大
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
『
法
衣
書
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
山
に
四
紙
完
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
真
蹟
が
在
る
。
但
し
日
付
と
署
名
が
峡
け

園
）

て
い
る
の
で
、
書
か
れ
た
月
日
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
文
永
十
年
と
す
る
説
、
弘
安
三
年
と
す
る
説
等
が
あ
る
。
中
山
の

（
“
）
二
ひ
と
え
ぎ
ぬ
ヒ
ソ
ヌ
象
ご

『
日
常
目
録
』
に
は
『
進
二
御
衣
布
御
帷
一
御
返
事
』
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
「
御
衣
布
竝
単
衣
布
給
候
了
」
と
あ
る
の
で
、

衣
類
が
送
ら
れ
た
御
礼
状
で
あ
る
。
「
女
人
の
成
仏
は
法
華
経
に
よ
り
候
べ
き
か
」
と
あ
る
点
な
ど
か
ら
ゑ
て
富
木
尼
に
与
え
ら
れ
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

雰
匿（

１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

松
野
殿
女
房
御
返
事

『
境
妙
庵
御
書
目
録
』

上
野
殿
後
家
尼
御
前
御
醤

南
条
殿
御
返
事

光
日
尼
御
返
事

『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』

断
簡
一
九
七

定
遺
一
七
九
二
頁

同
二
八
○
九
頁

同
一
七
九
三
頁

同
一
七
九
四
頁

同
一
七
九
五
頁

四
巻
・
三
七
五
頁

定
遺
二
五
三
九
頁
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（
８
）
大
尼
御
前
御
返
事
定
遺
一
七
九
六
頁

（
９
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
第
九
八

（
加
）
『
宗
学
全
雷
』
第
二
巻
（
興
尊
全
集
）
二
七
頁

（
ｕ
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
第
九
九

（
胆
）
同
（
本
尊
集
・
解
説
、
山
中
喜
八
著
）
三
○
頁

（
咽
）
『
高
祖
年
譜
』
四
七
頁

（
皿
）
『
棲
神
』
第
五
二
号
二
九
頁
の
拙
稿
参
照

（
亜
）
『
録
外
考
文
』
（
巻
六
の
五
三
）
に
よ
る
と
、
妙
一
女
は
、
『
統
紀
』
の
文
を
引
い
て
、
玉
沢
日
昭
の
姉
、
池
上
日
朗
の
母
、
又
は
工
藤
祐
経
の

女
、
伊
藤
大
和
守
祐
時
の
姉
、
印
東
二
郎
左
衛
門
祐
照
の
妻
、
等
其
の
他
の
異
説
を
挙
げ
て
い
る
。

（
妬
）
妙
一
女
御
返
事
一
七
九
六
頁

（
Ⅳ
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
七
九
九
頁

（
咽
）
同
一
八
○
○
頁

（
四
）
『
元
祖
化
導
記
』
四
三
頁

（
釦
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
八
○
一
頁

（
皿
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹴
集
成
』
第
四
巻
・
三
七
六
頁

危
）
両
人
御
中
御
書
一
八
○
二
頁

（
認
）
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
御
返
事
一
八
○
三
頁

（
型
）
『
高
祖
年
譜
孜
異
』
下
。
三
九
頁

命
）
開
目
抄
五
九
○
頁

（
妬
）
新
尼
御
前
御
返
事
八
六
五
頁

（
”
）
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
御
返
事
一
八
○
四
頁

（
羽
）
同

一
八
○
八
頁

（
調
）
『
縮
冊
遺
文
』
で
は
文
永
七
年
十
月
に
編
入
し
て
い
る
。
（
縮
遺
六
三
四
頁
）

罰
）
『
録
外
考
文
』
（
巻
八
’
四
九
頁
）
・
尚
『
縮
冊
遺
文
』
で
は
、
此
の
御
書
の
対
告
衆
を
北
条
時
宗
と
し
て
い
る
が
（
二
七
頁
）
、
『
考
文
』
の

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）
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身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

説
の
よ
う
に
無
稽
談
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
鉦
）
大
豆
御
書
一
八
○
九
頁

（
犯
）
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
一
八
一
○
頁

尚
、
『
縮
冊
遺
文
』
に
は
、
「
中
陰
書
報
」
「
南
条
氏
母
妻
雷
」
と
異
称
さ
れ
て
い
る
。
（
二
六
頁
）

（
調
）
富
木
殿
御
返
事
一
八
一
八
頁

（
鈍
）
『
本
尊
聖
教
録
』
二
七
三
五
頁

（
弱
）
『
縮
冊
遺
文
』
一
五
一
二
頁

（
妬
）
拙
論
『
日
蓮
聖
人
の
神
祇
観
』
（
「
棲
神
」
第
四
○
号
一
七
頁
参
照
。

（
ｗ
）
日
厳
尼
御
前
御
返
事
一
八
一
九
頁

（
銘
）
『
仏
祖
統
紀
』
二
五
’
一

（
調
）
『
録
外
考
文
』
二
’
一
二

（
㈹
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
第
一
○
○

（
虹
）
『
富
土
宗
学
要
集
』
第
八
巻
一
二
六
頁

（
躯
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
第
一
○
一

（
網
）
『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』
（
浅
井
円
道
著
）
六
一
頁

（
“
）
南
条
殿
御
返
事
一
八
二
○
頁

（
妬
）
四
条
金
吾
許
御
文
一
八
二
一
頁

（
妬
）
智
妙
房
御
返
事
一
八
二
六
頁

（
幻
）
『
本
尊
聖
教
録
』
（
中
山
祐
師
目
録
）
昭
定
三
巻
二
七
三
六
頁

（
妃
）
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
二
四
二
頁

⑮
）
智
妙
房
御
返
事
一
八
二
七
頁

（
釦
）
上
野
殿
御
返
事
一
八
二
八
頁

（
団
）
『
啓
蒙
』
に
よ
る
と
、
南
条
殿
法
儀
に
依
っ
て
主
命
を
背
き
祖
師
を
大
節
に
せ
ら
る
る
事
法
華
経
に
身
を
捨
て
ら
れ
た
る
故
な
れ
ば
、
結
句
主
君

へ
の
忠
節
に
成
て
背
く
義
に
は
あ
ら
ざ
る
く
し
と
遊
は
せ
る
意
な
る
く
し
云
云
」
（
二
一
四
’
一
二
）
と
あ
っ
て
、
祖
文
の
「
貴
辺
は
す
で
に
法
華
経

（88）



の
行
者
に
似
さ
せ
給
へ
る
事
」
と
い
う
一
文
を
解
説
し
て
い
る
。

（
艶
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
九
巻
一
二
九
頁

（
認
）
諌
暁
八
幡
抄
一
八
四
○
頁

（
副
）
同
一
八
三
九
頁

（
弱
）
同
一
八
四
四
頁

（
弱
）
同
一
八
四
七
頁

（
釘
）
同
一
八
四
九
頁

（
詔
）
同
一
八
五
○
頁

（
弱
）
大
夫
志
殿
御
返
事
一
八
五
○
頁

（
帥
）
『
録
外
考
文
』
四
’
一
○

（
団
）
同
三
’
四

（
配
）
王
日
殿
御
返
事
一
八
五
三
頁

（
錨
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
三
○
○
頁

（
“
）
『
常
修
院
本
尊
聖
教
事
』
（
中
山
常
師
目
録
）
昭
定
二
七
三
○
頁

（
髄
）
法
衣
書
一
八
五
四
頁

（
髄
）
「
日
蓮
聖
人
晩
年
の
健
康
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
崎
学
報
』
一
○
三
号
）
で
宮
崎
英
修
博
士
は
、
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
（
上
田
）

（89）


